
平成２７年度 青少年のネット非行・被害対策情報＜第 10 号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課    

送信日：2015/5/26 

 

 

  

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 

 【担当】福井県安全環境部県民安全課 小林 

    電話：0776-20-0296（直通）メール：s-kobayashi-7g@pref.fukui.lg.jp 

「家庭の日」推進テーマ 5 月「野や山に出かけ、美しい自然に親しもう」 

「青少年育成の日」推進テーマ 5 月「心のこもったあいさつでふれ合いの輪を広げよう」 

スマートフォンや携帯電話の長時間使用など、小・中・高校生のネット依存が問題となる中、

中学生らしい規則正しい生活を送れるようにと、学校や保護者の協力を得ながら、中学生らしい規則正しい生活を送れるようにと、学校や保護者の協力を得ながら、中学生らしい規則正しい生活を送れるようにと、学校や保護者の協力を得ながら、中学生らしい規則正しい生活を送れるようにと、学校や保護者の協力を得ながら、小浜中学校小浜中学校小浜中学校小浜中学校

の生徒会が自主的なルールを作成の生徒会が自主的なルールを作成の生徒会が自主的なルールを作成の生徒会が自主的なルールを作成しました。 

 

スマホなどを持つ生徒や保護者を対象に、使用時間や使っていて困った経験などをアンケー

トした結果、生徒らは、 

「無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）などで、メッセージにすぐ返信しないと嫌われるので

はと思い夜遅くまで起きている。」 

「ネットで知り合った人とトラブルが起きた。」などと回答したことがわかりました。 

 

このアンケート結果を受け、生徒会と各クラスの学級委員が 

 ○○○○    午後１０時以降は使わず、１１時午後１０時以降は使わず、１１時午後１０時以降は使わず、１１時午後１０時以降は使わず、１１時までには寝る。までには寝る。までには寝る。までには寝る。    

 ○○○○    知らない人や怪しいサイトにはつながない。知らない人や怪しいサイトにはつながない。知らない人や怪しいサイトにはつながない。知らない人や怪しいサイトにはつながない。    

 ○○○○    勉強などやるべきことをやってから使う。勉強などやるべきことをやってから使う。勉強などやるべきことをやってから使う。勉強などやるべきことをやってから使う。    

の３つのルール案の３つのルール案の３つのルール案の３つのルール案をまとめました。 

 

 生徒総会では、本年度前期生徒会執行部の６人が「浜中のスマホ・ケータイまもルー「浜中のスマホ・ケータイまもルー「浜中のスマホ・ケータイまもルー「浜中のスマホ・ケータイまもルール」とル」とル」とル」と

銘打ち提案銘打ち提案銘打ち提案銘打ち提案し、友人同士で互いの気持ちを考え、自分の身を守るためにルールを守るように呼

び掛けました。  

今後は、ルールが守られているかどうかを確認し、小浜第二中学校の生徒会とも連携しなが

ら運用を進めるということです。 

【本情報は、５月１３日付け福井新聞記事を引用しています。】 


